
 

 

社会福祉法人アイリス学園役員等の報酬及び費用弁償に関する規則 

 

 

（目的） 

第１条 この規則は、社会福祉法人アイリス学園役員等（以下「役員等」と 

いう。）に対する報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

（役員等の報酬） 

第２条 役員等（理事・監事・評議員）の報酬は、定款第９条及び第２３条

に定めるとおり無報酬とする。 

（費用弁償を支給する役員等の範囲） 

第３条 費用弁償を支給する役員等は、次のとおりとする。 

（１）理事 

（２）監事               

（３）評議員 

（４）理事長が費用弁償の支給を必要と認めた者 

（費用弁償） 

第４条 役員等が公務のため旅行したときは、費用弁償として、別に定める 

社会福祉法人アイリス学園旅費規則（以下「旅費規則」という。）により 

、交通費、日当及び宿泊料を支給する。 

 ２ 役員が理事会、監事会又はその他の公務で出席した場合には、１日 

５，０００円の費用弁償を支給する。但し、この場合旅費規則は適用しな 

い。 

（その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項

は理事長が定める。 

   

 

附 則 

この規則は、平成３年５月２６日から施行する。  

附 則 

この規則は、平成２９年１１月２６日から施行する。 

 

 

 

 


